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第１回 企画改善部会・士法システムＷＧ 議事録（案） 
 
日  時   平成 22年 12月 21日（火）15:00～17:00 
場  所   ＩＣＢＡ ４Ｆ 会議室 

資  料 
◇建築士法システムＷＧ資料 

【資料１－①】概要版マニュアル 共用ＤＢ掲示板システム 

【資料１－②】掲示板システムの機能構成イメージ 

【資料２－①】建築行政共用データベースシステムの改善について（要望） 

【資料２－②】中国・四国ブロック 建築士システムに関する要望・現状・改善案の整理票 

【資料２－③】5年以上の事務所登録更新がされていない事務所の検索方法 

【資料２－④】事務所登録更新時の年月日自動入力 

【資料３－①】建築行政共用データベースシステムへの要望事項 

【資料３－②】議事録 建築士・事務所登録閲覧システムに関する要望について 

【資料３－③】建築士事務所登録証明書 

出 席 者 
座 長  東京都：鈴木 康弘 

栃木県：石原 寿彦 
 (社)日本建築士会連合会：手島 清乃、佐藤 彩乃 
(社)東京都建築士事務所協会：西野 貴久 
(社)東京建築士会：小川 和久 
国土交通省住宅局建築指導課：遠山 明、恵﨑 孝之 

事務局  大谷、金谷、山田（悠）、坂井 、川口  

議  事 
１．掲示板システムについて（資料１－①、１－②） 

◇事務局より、掲示板システム構成イメ－ジ及び概要版マニュアルについて説明。 
・本システムは総合管理センタ－のサ－バ－から LGWＡＮ、ＩＰ－ＶＰＮ回線により利用す
るものであり、共用ＤＢシステムの契約機関が活用できるシステムである。 
◇座長より、部会の説明であったように当初活用は処分情報が考えられるが、それ以外の活

用についても併せて意見をもらい、次回ＷＧで活用方法の考え方を整理する。 
◇国交省より「共用ＤＢ掲示板システムの活用について」の資料に基づき説明。 
・建築士・建築事務所の懲戒・監督処分に係る情報を建築士法の担当部署が共有できる運用

方法（案）として、①題名の表記方法 ②内容の表記方法 ③掲載期間についての説明。 
【主な質疑・意見】 
・利用機関に対してマニュアル等の配布は行っているのか。（国交省） 
→現時点ではマニュアルの配布及び案内は行っていないがシステム上は利用できる状況で

ある。（事務局） 
・共用ＤＢシステムから掲示板システムは見れない状態である。（建築士会連合会） 
→利用契約上の権限があり設定が必要となる。細部については、追って説明する。（事務局） 

・一級建築士の処分については、個別に掲載するのか、また、掲載情報は誰が入れるのか。
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（建築士会連合会） 
→処分権者が掲載するのが原則と考えられるが、掲載方法の検討と併せて整理する必要が

ある。（国交省） 
・確認審査部署では、建築士の処分情報は照会機能で確認できるので、掲示板システムで見

ることは必要ないと考えられる。（建築士会連合会） 
→確認審査時の処分情報の確認は、掲示板システムで検索する必要はないと考えられる。

また、掲載することにより情報が煩雑になることも想定される。（事務局） 
・都道府県から建築士、建築士事務所の処分情報提供は、メリットはあるのか。（事務局） 
→事務所の閉鎖処分がされれば、他の都道府県で同じ建築士事務所を開設することは不可。

また、他県の支店に、閉鎖事務所の役員が兼ねられていれば、その支店の事務所更新も不

可となる。閉鎖期間中の新規登録・更新の拒否を各都道府県窓口で確認、実施するにあた

り、建築士事務所の処分情報の掲載、特に役員名の列挙は不可欠と考えている。（国交省） 
・その他の活用方法については、持ち帰り検討をお願いする。（事務局） 

 
２．建築士システムの機能改善要望（資料２、資料３） 
◇事務局より、機能改善要望の具体的な内容について説明。 
◇本ＷＧは、現在の改善要望項目についての意見、及び追加要望等があれば意見交換を行い、

次回ＷＧで、優先度、重要項目という視点から改善要望項目を整理する。 
【主な質疑・意見】 
・栃木県より事務所登録等する場合、一括しての処分又は処理する際に登録年月日でしか検

索できず、処分日、処理日でも検索可能の他、２項目の要望の説明。 
・ 建築士会連合会より、登録証明証に旧姓・通称名を印刷可能とすること、また、構造／

設備設計一級建築士の新規登録を一級の新規登録と同じインタ－フェイスとしてもらい

たい等１３項目の質問・要望の説明。 
・東京建築士会より、免許カ－ド発行後、ＩＣコ－ド、写真デ－タ取込の容量制限を大きく

する改善要望の他 10項目の意見・要望の説明。 
・ 東京都建築士事務所協会より、外字登録、建築士情報と建築士事務所の登録情報の互換

性、登録証明書の差し込み文言などの改善要望他 8項目（口頭要望は 7項目）の説明。 
・座長より建築士と建築事務所の所属建築士の突合について、ＩＣＢＡ側で検討等は行って

いるのか。 
 →現在は普及協会が実施している特定作業に必要なデ－タを提供している。ＩＣＢＡ側で

勝手にデ－タを利用することはできない。内部で検討している中では、過去デ－タの精度

やリンクに当たっても多くの課題があると考えている。（事務局） 
○今回のＷＧは時間の関係上、各メンバ－からの説明で終了したため、次回までに事務局で

追加要望について整理し、事前に配布したうえ意見をまとめ、ＷＧ資料を作成する。 
   

３．その他 
来年早々にＷＧ議事録（案）を送付するので、議事の確認と併せて掲示板システムの活用方

法や意見等の追加があれば１月１２日（水）までに連絡をお願いします。 
次回建築士システムＷＧは下記の日程により開催します。 



3 

・１月２８日（金）13:30～ ＩＣＢＡ会議室 


